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上場維持基準への適合に向けた計画（改善期間入り）に関するお知らせ 

 

当社は、2025年３月 31日時点において、東証グロース市場における上場維持基準に適合しな

い状況となりました。下記のとおり、上場維持基準への適合に向けた計画を作成しましたので、

お知らせいたします。 

 

記 

 

１．当社の上場維持基準への適合状況 

当社の 2025年３月 31日時点における東証グロース市場の上場維持基準への適合状況は、

下表のとおりとなっており、流通株式時価総額については基準に適合しておりません。当社

は、今回不適合となった流通株式時価総額基準を充たすために、上場維持基準への適合に向

けた各種取り組みを進めてまいります。なお、流通株式時価総額基準について、2026年３月

31日までの改善期間内に適合していることが確認できなかった場合は、東京証券取引所より

監理銘柄（確認中）に指定されます。その後、当社が提出する 2026年３月 31日時点の分布

状況表に基づく東京証券取引所の審査の結果、流通株式時価総額基準に適合している状況が

確認されなかった場合には整理銘柄に指定され、当社株式は 2026年 10月１日に上場廃止と

なります。 

 

  株主数 流通株式数 流通株式時価総額 流通株式比率 

当社の状況 
（2025 年３月 31 日時点） 

592人 4,686単位 4.2億円 30.9％ 

上場維持基準 150人以上 1,000単位以上 ５億円以上 25％以上 

計画期間  － － 2026年３月末まで － 

（注）当社の適合状況は、東京証券取引所が基準日（2025年３月 31日）時点で把握している 

当社の株券等の分布状況等をもとに算出を行ったものです。 

 

２．上場維持基準の適合に向けた取組の基本方針、課題及び取り組み内容 

（１）基本方針 

当社は、東証グロース市場における上場維持基準の適合に向けて、「流通株式時価総額の

向上」を基本方針といたします。「流通株式時価総額」の構成要素は、「流通株式数」と

「株価（企業価値）」であるところ、上場維持基準の１つである流通株式比率については適

合していることから、主として「株価（企業価値）」の向上を進めるべく、その対策として

「企業価値の向上」と「当社株式への投資魅力の強化」により、上場維持基準に適合するよ

う目指してまいります。 
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（２）課題および取り組み内容 

①企業価値の向上 

流通株式時価総額が基準値を下回った要因として、2025年３月期の当社グループの業績が

減収減益となり、グロース市場において求められる高い成長性を当社グループが示すことが

できなかった結果、当社の企業価値低下に繋がったと認識しております。 

2026年３月期は、当社グループの収益体制を見直すとともに、IFMC.の展開の強化を軸に、

業績の最大化に向けて取り組んでまいります。なお、当社グループの取り組み内容の詳細に

つきましては、2025年６月５日に開示しました「事業計画及び成長可能性に関する事項」を

ご参照ください。 

 

 ②当社株式への投資魅力の強化 

当社では、2025年４月 17日にお知らせしたとおり、特に個人株主様に対する当社株式への

投資魅力を高め、より多くの株主の皆様に、中長期的に当社株式を保有していただくことを

目的として株主優待制度を導入することといたしました。 当社といたしましては、本優待制

度により、当社株式の需給バランスの改善につながり、投資魅力、出来高や流動性が高まる

ことを期待しております。 

この取り組み等により、2025年３月 31日時点と比して、本計画策定時点において、流通株

式時価総額は上昇傾向にあり、計画期間内のできるだけ早期に適合することを目指しており

ます。 

以上 


